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【募集期間】 
○令和２年５月１日(金)～令和２年６月１０日(水)〔当日必着〕 

※持参の場合は、締め切り日の１７:００迄 

※郵便、宅配便等による送付又は持参により応募ください。 

※お問合せ時間は、１０:００～１２:００、１３:００～１７:００／月曜～金曜 

（祝日を除く）となります。 

 

【書類の入手方法】 
○申請書類等のダウンロードは、以下のホームページから入手ください。 

   http://www.ric-shizuoka.or.jp/shienkin 

 

○応募書類の記載方法などでご不明な点がありましたら、事務局までお問い合わせください。 

https://www.ric-shizuoka.or.jp/
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◆Ⅰ．事業のご案内  

１．趣旨                              

 地域創生起業支援事業は、地域課題の解決を目的として新たに社会的事業を静岡県内で起

業する者に対し、必要な経費の一部を補助します。 

 

２．補助対象者                              

  本補助金の補助対象者は、以下の（１）から（５）の要件をすべて満たす者です。 
（１）本事業の公募開始日（令和２年５月１日）以降、補助事業期間完了日（令和２年１２月

３１日）までに個人事業の開業届出又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業

組合、協業組合、特定非営利活動法人等（以下「法人」という）の設立を行い、その代表

者となる者であること。  

   なお、法人役員が個人で新たに法人を設立又は個人事業を開始する場合、また、個人事

業主が新たに法人を設立する場合は、実施する事業が、法人・個人が行う申請時の既存事

業とは明確に異なる新たな事業と見做されなければなりません。 

また、新たな法人設立において、みなし大企業となる場合は対象となりません。ご注意

ください。（Ｐ９ １０.その他 （２）みなし大企業とは 参照） 

 

（２）静岡県内に居住している者又は本事業の補助事業期間完了日までに静岡県内に居住する者で

あること。  

 

（３）法人の登記又は個人事業の開業の届出を静岡県内で行う者であること。  

 

（４）法令順守上の問題を抱えていない者であること。  

 

（５）申請を行う者又は設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と

の関係を有していない者であること。 

 

３．補助対象事業                           

  補助対象事業は、以下の（１）から（６）の要件をすべて満たす事業です。 

（１）地域課題の解決を目的とした新たな社会的事業であること。 

※地域課題とは、地域において、次に掲げる分野に該当する課題のことです。 

     ①保健・医療・福祉の増進 ②子育て支援 ③防災・減災対策 

 ④まちづくり・地域活性化 

   ※社会的事業とは、次に掲げる全ての事項に該当する事業のことです。 

 ①我が国の地域社会が抱える課題の解決に資すること（社会性）  

     ②提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可

能であること（事業性）  

     ③地域課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分で

ないこと（必要性）。 

     ④市町、商工会、商工会議所、金融機関、支援機関等、地域の機関・団体等と連携

して実施することが見込まれる事業であること（地域連携） 

     ⑤地域外からの所得移転効果、地域での雇用創出効果など、地域経済への波及効果

が見込まれる事業であること(波及効果) 
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（２）静岡県内で実施する事業であること。  

 

（３）本事業の公募開始日以降、補助事業期間完了日までに新たに起業する事業であること。  

 

（４）許認可が必要な事業については、令和３年２月１５日(月)までに許認可を受けたことを示す書類を提出できるこ

と。 

 

（５）公序良俗に反する事業でないこと。  

 

（６）公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業（風俗営業等の規制及び業務の適正化

等に関する法律（昭和２３年法律第１２１号）第２条において規定する風俗営業等）でないこと。 

 

４．補助率・補助金額                                       

補助率は、補助対象となると認められる経費（補助対象経費：Ｐ２～Ｐ６）の２分の１以内であって、上限額

は、２００万円となります。 

また、事業完了後、完了検査による交付確定後に補助金交付となりますので、補助事業期間中は借入金等で必要

な資金を自己調達する必要があります。 

 

５．補助事業期間                           

 補助事業期間は、交付決定日から令和２年１２月３１日(木)までとなります 

 

６．補助対象経費                           

起業する事業に要する経費が対象となりますが、以下の①～③の条件をすべて満たすものを対象とします。 

 

 

 

 

※書類の整理が必要となります。 

     ※同一経費にについて、他の補助制度等との併用は認められません。 

 

補 助 対 象 経 費 

○人件費区分 

（１）直接人件費 

 【対象となる経費】 

 ・補助事業に直接従事する従業員(パート、アルバイトを含む。)に対する給与、賃金。 
※日本国外で従事する従業員については、国内の事務所等と直接雇用契約を締結した人に限る。 

 

【対象とならない経費】 

・株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、特定非営利活動法人の場合は、代表者及び役員

（監査役、会計参与を含む）の人件費。 

・企業組合の場合は、役員の人件費。 

・協業組合の場合は、役員及び組合員の人件費。 

・個人事業主の場合は、本人及び専従者の人件費。 

・補助金申請者の三親等以内の親族を対象とした人件費。 

・雇用主が負担する社会保険料、労働保険料等の法定福利費。 

・食事手当、レクリエーション手当等の法定外福利費。 

・通勤手当、交通費に含まれる消費税及び地方消費税相当額。 

 

① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 

② 交付決定日以降の契約・発注により発生した経費 

③ 証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費  
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補 助 対 象 経 費 

○事業費区分 

（２）店舗等借料 

【対象となる経費】 

・県内の店舗・事務所・駐車場等の賃借料・共益費。 

・県内の店舗・事務所・駐車場等の借入に伴う仲介手数料。 

・第三者の所有する住居兼店舗・事務所を賃借する場合については、店舗・事務所専用 

 部分に係る賃借料のみ。 

 

【対象とならない経費】 

・店舗・事務所の賃貸契約に係る敷金・保証金等の一時金。 

・火災保険料、地震保険料。 

・補助金申請者及び補助金申請者の三親等以内の親族が所有する不動産等にかかる店舗等借入費。 

・補助金申請者及び補助金申請者の三親等以内の親族が経営する法人が所有する不動産等にかかる店舗等

借入費。 
 

（３）設備費 

【対象となる経費】 

・県内の店舗・事務所等の開設に伴う外装工事・内装工事費用。  
※住居兼店舗・事務所とする場合も対象とします（店舗・事務所部分のみ）。 

・県内で使用する機械装置・工具・器具・備品の購入費用。 
※1点当たり単価1万円（税抜）以上かつ資産計上するものに限ります。 
※外装工事・内装工事及び設備で単価５０万円（税抜）以上のものについては、補助事業終了後も一定期間において、

その処分等につき事務局への承認手続を要する義務があります。設備については、原則としてリース・レンタルで調

達することを推奨します。 

   

【対象とならない経費】 

 ・中古品購入費。 

・不動産の購入費。 

 ・車両の購入費。 

・汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に明確に必要なものであると事務局が判断できない設備の

購入費。 

 

（４）原材料費 

【対象となる経費】 

・試作品・試供品・サンプル品の製作に係る経費として特定できるもの（補助事業期間内に使い切ること

が原則）。 

 

【対象とならない経費】 

・主として販売のための原材料仕入れ・商品仕入れとみなされるもの。 

 

（５）借料 

【対象となる経費】 

・県内で使用する機械装置、工具、器具、備品のリース料、レンタル料。 

 

【対象とならない経費】 

・中古品のリース料。 

・汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に明確に必要なものであると事務局が判断できない設備の

リース料、レンタル料。 
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補 助 対 象 経 費 

（６）知的財産権等関連経費 

【対象となる経費】 

・本補助事業と密接に関連し、その実施に当たり必要となる知的財産権（特許権、実用新案権、意匠権、

商標権等）の取得に関連する弁理士の手続き代行費用や外国特許出願のための翻訳料等の経費等。 
※事業完了までに出願手続き及び費用の支払いが完了していることが条件です。 

※出願人は本補助金への応募者（法人の場合は法人名義）のみとします。 

 

【対象とならない経費】 

・日本の特許庁に納付される出願手数料等（出願料、審査請求料、特許料等）。 

・拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費。 

・外部の者と共同で申請を行う場合の経費。 

     

（７）謝金 

【対象となる経費】 

・本補助事業実施のために必要な謝金として、依頼した専門家等に支払われる経費。 

 

【対象とならない経費】 

・本補助金の応募に関する費用（コンサル費用等も含む）であると事務局が判断した費用。 

 

（８）旅費 

【対象となる経費】 

・本補助事業の実施に当たり必要となる国内出張旅費（交通費・宿泊料）の実費（専門 

 家に対するものも含む）。 
※原則宿泊料については、下表の金額が上限額となります。 

（国内） 

区分 甲地方 乙地方 

宿泊料 １０，９００円／泊 ９，８００円／泊 

地域区分 

東京都特別区、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎

市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、

神戸市、広島市、福岡市 

  左記以外のすべて 

 
【対象とならない経費】 

・タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金等、公共交通機関以外の利用による関係旅費。 

・金券ショップで購入したチケット代。 

・鉄道のグリーン車利用料金（指定席は対象可）、航空機の国内線プレミアシート等及び国際線のファー

ストクラス・ビジネスクラス料金。 

・日当、食卓料。 

・プリペイドカード付き宿泊プランの当該プリペイドカード代。 

・通勤に係る交通費（直接人件費で対応）。 
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補 助 対 象 経 費 

（９）外注費 

【対象となる経費】 

・本補助事業に必要な業務の一部を第三者に外注（請負）するための費用。 

例）試作品・試供品・サンプル品の製作に関して、自分で加工できない業務を一部加工依頼する費用等

が外注費となります。  
※外注先の選定に当たっては、原則として2者以上から見積をとることが必要となります。 

※発注書の発行が必要です。 

 

 【対象とならない経費】 

・販売用商品（有償で貸与するものを含む）の製造・開発に関する外注費用。 

（10）委託費 

【対象となる経費】 

・本補助事業に必要な業務の一部を第三者に委託（委任）するための費用。 

例）試作品・試供品・サンプル品の製作依頼、経理事務、電話受付業務、Ｗｅｂサイトの製作等、業

務・事務を委任する費用が委託費となります。  
※委託先の選定に当たっては、原則として2者以上から見積をとることが必要となります。ただし、委託する事

業内容の性質上、2者以上から見積をとることが困難な場合は、該当する企業等を随意の契約先とすることが

できます。その場合、該当企業等を随意契約の対象とする理由書が必要となります。 

※委託契約の締結が必要です。 

・国内での開業又は会社等設立に伴う司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費。 

 

 【対象とならない経費】 

・販売用商品（有償で貸与するものを含む）の製造委託及び開発委託に係る費用。 

・商号の登記、会社設立登記・登記事項変更等に係る登録免許税。 

・定款認証料、収入印紙代。 

・その他官公署へ対する各種証明類取得費用（印鑑証明等）。 

 

（11）マーケティング調査費 

【対象となる経費】 

・市場調査費、市場調査に要する郵送料・メール便などの実費。 

・市場調査等に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用。 

 

【対象とならない経費】 

・切手の購入を目的とする費用。 

 

（12）広報費 

【対象となる経費】 

・販路開拓に係る広告宣伝費（不特定多数に配布する広告用ノベルティグッズであると事務局が判断した

ものを含む）、パンフレット印刷費、展示会出展費用（出展料・配送料）。 

・調査に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用。 

・ダイレクトメールの郵送料・メール便などの実費。 

 

【対象とならない経費】 

・切手の購入を目的とする費用。 

   

（13）その他対象とならない費用 

※上記に区分される経費においても、下記に該当する費用は対象となりません。 

・求人広告。 

・通信運搬費（電話代、切手代、インターネット利用料金等）。 
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・店舗・事務所の水道光熱費。 

・プリペイドカード、商品券等の金券であると事務局が判断した費用。 

・文具など事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代。 

・団体等の会費、フランチャイズ契約に伴う加盟料・一括広告費。 

・申請者本人及び従業員のスキルアップ、能力開発のための研修参加に係る費用。 

・飲食、奢侈、遊興、娯楽、接待の費用。 

・自動車等車両の修理費・車検費用。 

・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための 

弁護士費用。 

・公租公課（消費税及び地方消費税等）、各種保険料。 

・振込手数料。 

・借入金などの支払利息及び遅延損害金。 

・上記を含め、他の事業との明確な区分が困難である費用。 

・上記のほか、公的な資金の使途として社会通念上、不適切な費用。 

・その他事務局が対象とならないと判断した費用。 

 

◆Ⅱ．事業の流れ 
 

 

 

  

申請書提出期限 令和２年６月１０日(水)１７：００必着 

令和２年６月中旬～下旬 

令和２年６月２６日(金)・２９日(月)・３０日(火)予定 

審査委員会 一次審査(書面) 

審査委員会 二次審査(プレゼン) 

内定 

 

内定説明会・査定打ち合わせ 

 

交付決定(事業期間開始) 

 

※変更事項発生時 

 

中間状況報告 

 

中間検査・巡回 

 

事業期間終了(実績報告書提出) 

 

完了検査(補助金額確定) 

 

補助金請求・支払い 

df 

 

交付確定通知 

 

成果報告 

df 

 

令和２年７月２日頃発送予定 

令和２年７月９日(木)予定 

令和２年７月中旬 

事業内容・経費配分の変更を行う場合は、事務局へ事業計画変更承認請求書の

提出が必要となります。 

令和２年１１月１０日(火)までに令和２年１０月末現在の中間状況報告を事務

局に行っていただきます。 

事業完了日から起算して３０日を経過した日又は令和３年１月１２日(火)のい

ずれか早い日までに、実績報告を事務局に行っていただきます。 

補助金確定通知を受領後、請求書を事務局へ提出していただきます。 

事業終了の翌年度以降、毎年４月１０日までに成果報告書を事務局へ提出して

ください。 

交付申請(応募) 
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１．審査委員会                                          

選考は、資格要件等及び事業内容等の審査により行います。審査の手順は以下のとおりです。 

全県で上限４５件程度の採択を予定しています。 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

○審査の主な着眼点は、以下のとおりです。 

①社会性について 

      地域課題に対して、提供する商品・サービスを通じて解決できる事業であること。 

②事業性について 

      提供する商品・サービスから得られる収益によって、自律的な事業継続が可能な事業であること。 

③必要性について                                       

      現状の地域課題に対して、商品・サービスの普及が十分ではなく、今後その必要性が認められる事業であ

ること。 

④地域連携について 

      市町、商工会・商工会議所、金融機関、支援機関等、地域の機関・団体等と連携して実施することが見込

まれる事業であること。 

⑤波及効果について 

      地域外からの所得移転効果、地域での雇用創出効果等、地域経済への波及効果が見込まれる事業であるこ

と。 

 
（注1）審査の結果（不採択の理由等）に関するお問い合わせには、一切応じかねますので予めご承知おきく

ださい。 
 

（注2）選考に係る審査料等は徴収いたしませんが、応募書類作成、送付等に係る費用、二次審査出席のため
の交通費等は応募者の自己負担となります。 

 

２．内定                                           

 

審査結果については、応募者全員に対し、事務局から書面で通知いたします。 

 

３．内定者説明会                                           

 

 

  

 

審査の結果、採択され、内定通知を受理された方は、内定者説明会にご出席いただきます。内定者説明会では、

今後の事務フローを詳細に説明いたします。できる限り、地域伴走者と一緒にご出席ください。 

また、内定通知は、事業採択の可否についての結果となります。交付申請額について、対象外経費が含まれてい

る場合がありますので、満額承認されていない場合があります。対象者につきましては、内定者説明会の後、個別

に面談させていただきますので、ご承知ください。 

 
 

①一次審査（書面審査） 

事業計画書等提出された書類をもとに、主に地域創生起業支援事業に適した補助対象事業であるかを

審査します。 

②二次審査（プレゼン）審査 

一次審査を通過した方について、審査委員に対する申請者本人によるプレゼンテーション（質疑応答も

含む）を実施し、審査委員により、申請事業の順列、採択の可否を決定します。 

日時や会場は一次審査通過者に対して通知します。 

 

【 開催日 】 令和２年７月９日(木)（予定） 
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４．交付決定                                         

内定者説明会の後、補助金の交付額が決定しますので、事務局から交付決定を書面で通知いたします。事務局が

通知する補助金交付決定額は、補助限度額を明示するものであり、補助金支払額を約束するものではありません。 

また、使用経費が当初の予定を超えた場合にあっても、通知した補助金交付決定額を増額することはできませ

ん。 

補助対象期間は、決定日から令和２年１２月３１日(木)までとなります。補助対象経費は、この間に支払われた

経費が対象となります。 

 

５．中間状況報告                                         

令和２年１０月末現在の補助事業の中間活動状況を、中間状況報告書、スケジュール表、経費執行状況表（内定

者説明会で説明）により令和２年１１月１０日（火）までに報告していただきます。 

また、令和２年１０月末までの支払関係証拠書類の写し（内定者説明会で説明）も併せて送付いただきます。 

送付いただきました書類を拝見させていただいた後、中間検査・巡回という形で近日中に面談を実施します。 

 

６．事業完了報告                                      

事業完了日から起算して３０日を経過した日又は事業期間終了日となる令和２年１２月３１日(木)から起算して１

０日以内となる令和３年１月１２日(火)までに完了報告書（内定者説明会で説明）を提出していただきます。 

 

７．完了検査・交付確定通知・精算払い                                      

完了検査を実施し事業内容の検査と経費内容の確認を行った上、交付すべき補助金の額を事務局にて確定し、交付

確定を書面で通知します。その後、請求書（内定者説明会で説明）を提出いただき、精算払いを行います。 

概算払いは実施しません。 

 

※補助金は、令和３年２月末までに交付する予定です。 

※補助金交付までの間の事業資金に対するつなぎ融資を検討している場合は、できるだけお早めに金融機関に対

してご相談いただきますよう、準備をお願いします。 

※補助金は、経理上、交付を受けた事業年度における収益として計上するものであり、法人税等の課税対象とな

ります。 

 

８．交付決定後の注意事項                                   

（１）外部への公表 

交付決定された方については、補助対象者名、所在市町、事業テーマ、事業概要等が外部に公表されること

があります。 

 

（２）補助事業の計画内容の変更等 

    交付決定後、事業内容を変更しようとする場合又は本事業を休止・廃止しようとする場合等には、事前に事

務局の承認を受けなければなりません。 

 

（３）経費の配分変更等 

    交付決定後、人件費、事業費の区分において、補助対象事業費の２０パーセントを超える金額を変更しよう

とする場合には、事前に事務局の承認を受けなければなりません。 

 

（４）成果報告 

補助事業期間終了後の翌年度以降５年間、毎年４月１０日までに、補助事業に係る４月１日から３月３１日

までの１年間の事業状況について、事務局へ報告して頂きます。 
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（５）補助事業の経理 

    補助対象経費に係る帳簿や支出根拠となる証拠書類については、事業が完了した年度の終了後５年間、管

理・保存していただきます。 

 

（６）立入検査等 

    補助事業期間終了後の翌年度以降５年間において、事務局が必要であると判断した場合、事務局職員等を

補助対象者の事務所・店舗等関係場所に立ち入らせ、帳簿書類、物件等についての調査・検査に対応しなけ

ればなりません。 

     また、状況に応じて、会計検査院等が実地検査に入ることがあります。この検査により補助金の返還命令

等の指示がなされた場合は、これに従わなければなりません。 

 

（７）設備費に関する取得財産の管理 

    補助事業において取得した機械装置・備品（設備費）は、５年間、適切に管理して頂きます。しかし、万

が一、処分等が必要となった場合は、産業財団へご連絡願います。また、１件当たりの取得価額が５０万円

以上の取得財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省第１５号）に定め

られている耐用年数等に相当する期間内において、事務局の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反し

ての使用、譲渡、交換、貸付又は担保に供してはなりません。 

なお、機械装置・備品（設備費）の処分等により収入が発生した場合は、その収入の全部又は一部を納付

してもらう場合があります。 

 

※補助事業が完了した日の属する年度及びその年度終了後1年以内に売上の計上がないなど、実態として、補助を

受けた事業を実施していないと事務局が判断した場合は、補助金の返還となりますので、ご注意ください。 
 

９．反社会的勢力でないことの表明・確約                           

交付申請者の方には、「反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書」（様式第４号）を提出していた
だきます。 

交付申請者が、反社会的勢力であることが判明した場合は、採択を行いません。採択後・交付決定後に判明した
場合であっても、採択や交付決定を取り消します。 

また、補助金交付後に反社会的勢力であることが判明した場合は、補助金返還の対象となります。 

 

１０．その他                                                           

（１）地域伴走者とは 

    地域伴走者とは、申請事業を実施するために、相談役、協力役等となっていただき、申請者に寄り添っ

て、伴走いただく市町、商工会議所・商工会、金融機関、支援機関担当者のことです。 

    なお、事務局においても、地域伴走者と連携した伴走支援を実施します。 

 

（２）みなし大企業とは 

発行済み株式総数又は出資金額の２分の１以上を１つの大企業が所有している場合、また、発行済み株式総

数又は出資金額の３分の２以上を複数の大企業が所有している場合は、みなし大企業と定義します。みなし大

企業は対象となりませんので、ご注意ください。 

 

（３）移住・就業支援金とは 

     東京２３区の在住者又は東京圏（東京・神奈川・千葉・埼玉）在住で東京２３区への通勤者が、静岡県内に

移住し、地域創生起業支援金（本制度）の交付決定を受けた場合に、１００万円（単身の場合は６０万円）が

移住先市町からを支給される制度です。（移住し、就業した場合にも対象になります（要件あり）） 
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詳しくは、下記又は各市町（Ｐ２６参照）へお問い合わせください。 

     （問い合わせ先） 静岡県くらし・環境部企画政策課（移住・定住促進班） 

               ＴＥＬ ０５４－２２１－２６１０ 

 

（４）誓約書の提出 

     地域創生起業支援金交付申請に当り、不正防止を行うために、誓約書（様式第５号）を提出いただきます。 

 

（５）個人事業として創業をされる方へ「青色申告の勧め」 

事業を経営していく上では、収入金額や必要経費と言った日々のお金の流れを把握することが重要です。

日々の取引の状況を一定水準で帳簿に記録（記帳）し、その記帳に基づいて正しい申告をする方については、

「青色申告」の制度があります。所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられるだけでなく、日々の

記帳によって経営内容が正確に把握できますので、事業の継続・発展にも大変役立つものとなりますので、青

色申告をお勧めいたします。 

 

（６）個人情報の管理 

本補助事業への応募に係る提出書類により事務局が取得した個人情報については、以下の利用目的以外に利

用することはありません（ただし、法令等により提供を求められた場合を除きます）。 

・市町意見書を作成いただく市町及び交付申請に係る事業計画書に記載された地域伴走者との情報共有のた

め。 

・本補助事業における補助事業者の審査・選考・事業管理のため。 

    ・採択後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため。  

    ・応募情報を統計的に集計・分析し、応募者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。 

    ・国・県への報告のため。 

 

◆Ⅲ．応募手続きの概要 
 

【募集期間】 
 

令和２年５月１日(金) ～ 令和２年６月１０日(水) (当日必着) 

 【提出先】 

 〒４２０－０８５３  

  静岡市葵区追手町４４－１ 静岡県産業経済会館４F  

公益財団法人 静岡県産業振興財団 企画・創業支援チーム宛 

 
 

【提出方法等】 
 

(1) 提出必要書類は、事務局へ郵便又は宅配便もしくは持参にて提出してください。 

(2) 封筒等の表面に「地域創生起業支援金応募書類在中」と朱書きしてください。 

(3) 持参の場合は、令和２年６月１０日の１７：００迄に持参してください。 

(4) 書類を郵送する場合は、簡易書留や特定記録などを利用し、配達されたことが証明（確認）できる方法に

よってお送りください。なお、FAX・メールによる提出は受付できません。 

(5) 応募書類及び添付書類等については本審査以外には使用しません（審査には、国や静岡県に対し、当財団の

実施する補助金、助成金の交付又は応募内容の異同の判断のため、情報提供する場合を含みます）。なお、

特別なノウハウや営業上の機密事項については、法的保護（特許・実用新案等の手続き）を行うなど応募
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者ご自身の責任で対応してください。 

(6) 選考は受付期間内に提出された書類により行いますので、書類の差し替え、追加提出、訂正等には応じら

れません。特に公的書類は、入手が遅れ、発送時に間に合わなくなる場合がありますので、ご注意くださ

い。 

(7) 事業計画書の記入漏れや添付資料等の不備があった場合は、不採択となる場合がありますのでご注意くださ

い。漏れのないよう、提出前にご自身でよく確認してください。 

(8) 提出された応募書類及び添付書類等は返却いたしません。 

【提出書類作成上の留意事項】 

(1) 事業計画の審査は、提出された事業計画書（様式第２号）及び市町意見書（様式第３号）、関連資料等を

もとに、審査委員が行います。審査委員が適切な判断を下せるよう記入欄に基づき適切に記述をしてくだ

さい。 

(2) 事業計画書（様式第２号）内の交付申請額の経費明細は、消費税を控除した金額で申請してください。 

(3) 交付申請書（様式第１号）、事業計画書（様式第２号）は、順番にして、書類を左肩を“ホッチキス留め”

して１０部作成し、提出してください。 

(4) 必要に応じ適宜補足説明資料を添付することは可能です。その場合は、資料を１０部作成し、(3)で作成し

た書類の後に、併せて“ホッチキス留め”してください。なお、補足説明資料は印刷物に限り、必ずＡ４

サイズで５枚までとしてください（Ａ３サイズの折りたたみは不可）。 

(5) 市町意見書（様式第３号）は、必ず、封筒に入れられ、封印された状態で該当市町から受け取り、そのま

ま提出してください。開封された状態で提出された場合は、書類の効力がないと見なされ、書類不備とな

りますので、ご注意ください。 

【提出書類】 

   下記の(１)応募書類（様式第１号から様式第５号）及び(２)添付書類を提出いただきます。書類によって、

必要部数が違いますので、ご注意ください。 

  (1) 応募書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全ての書類が必要となります。 

 
①交付申請書（様式第１号）                   ：１０部 

（正１部、写９部） 

②事業計画書（様式第２号）                   ：１０部 

（正１部、写９部） 

③市町意見書（様式第３号）                   ：１部 

（※起業場所の市町で作成・発行していただけます）         

 （※発行に時間がかかる場合がありますので、市町へお早めにご相談ください） 

 （※問い合わせ場所は、Ｐ２６のⅤ．市町窓口一覧表をご覧ください） 

④反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書（様式第４号）：１部 

⑤誓約書（様式第５号）                     ：１部 
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 (2) 添付書類 

 ※申請者の区分により、添付書類が違います。○印の付いた書類を添付ください。 

  また、必要に応じて他の添付書類が必要となる場合があります。 

 

○個人（サラリーマン、主婦、学生等） 

書類名 部数 
個人事業 

開業済 

法人 

設立済 

個人事業 

開業予定 

法人 

設立予定 

住民票 
(３ヶ月以内) 

１部 

(原本) 
○ ○ ○ ○ 

所得証明書 
(市町から取得) 

１部 

(原本) 
○ ○ ○ ○ 

開業届 
(税務署長受付印のあるもの) 

１部 

(写) 
○ × × × 

法人設立届 
(税務署長受付印のあるもの) 

１部 

(写) 
× ○ × × 

履歴事項全部証明書 
(３ヶ月以内) 

１部 

(原本) 
× ○ × × 

 

  ○個人事業主（令和２年４月３０日以前に個人事業開業済の方） 

書類名 部数 
法人 

設立済 

法人 

設立予定 

住民票 
(３ヶ月以内) 

１部 

(原本) 
○ ○ 

所得証明書 
(市町から取得) 

１部 

(原本) 
○ ○ 

法人設立届 
(税務署長受付印のあるもの) 

１部 

(写) 
○ × 

確定申告書 
(税務署長受付印の 

あるもの・直近1期) 

１０部 

(写) 
○ ○ 

県税納税証明書 
(個人事業に関するもの・ 

財務事務所から取得) 

１部 

(原本) 
○ ○ 

履歴事項全部証明書 
(３ヶ月以内) 

１部 

(原本) 
〇 × 

 

  ○法人役員 

書類名 部数 
個人事業 

開業済 

法人 

設立済 

個人事業 

開業予定 

法人 

設立予定 

住民票 
(３ヶ月以内) 

１部 

(原本) 
○ ○ ○ ○ 

所得証明書 
(市町から取得) 

１部 

(原本) 
○ ○ ○ ○ 

開業届 
(税務署長受付印のあるもの) 

１部 

(写) 
○ × × × 

法人設立届 
(税務署長受付印のあるもの) 

１部 

(写) 
× ○ × × 

決算書 
(役員として所属する法人全

て・直近1期) 

１０部 

(写) 
○ ○ ○ ○ 

履歴事項全部証明書 
(役員として所属する法人 

全て・３ヶ月以内) 

１部 

(原本) 
○ ○ ○ ○ 

県税納税証明書 
(役員として所属する法人 

全て・財務事務所から取得) 

１部 

(原本) 
○ ○ ○ ○ 

※個人事業開業済、法人設立済とは、令和２年５月１日以降に開業、法人設立を行った場合を示します。令和２年４月 

３０日以前に個人事業開業済の方は、令和２年５月１日～令和２年１２月３１日までに新法人を設立する場合のみ対

象となります。また、令和２年４月３０日以前に申請関係法人を設立した場合は対象外となります。 
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  ◆Ⅳ．応募様式 

                                                            
様式第１号 （用紙 日本産業規格Ａ４縦型） 

 

  令和  年  月  日 

  公益財団法人 静岡県産業振興財団 

   理 事 長  中 西 勝 則  様 

                                     

住  所 

氏  名                印 

Ｔ Ｅ Ｌ 

Ｆ Ａ Ｘ 

e -mail                

 
 

地域創生起業支援金 交付申請書 

 
 

  地域創生起業支援金における下記補助事業を実施したいので、地域創生起業支援金交付要綱第８の規定に基づき、

補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

 

１．事業テーマ名                                           

 

 

２．補助事業予定経費(全体)                 円 

 

 

３．交付申請額                         円 
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様式第２号 （用紙 日本産業規格Ａ４縦型） 

 

  

地域創生起業支援金 事業計画書 

 

 
 

１．事業テーマ名   ：                                   

 

２．申請者概要 

ふ り が な 

氏 名 
 性別 男・女 生年月日 

昭和・平成  年  月  日  

（    歳） 

連絡先 

住所等 

 

〒   －  

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

e-mail  

現在の職業 

（該当に○） 

1. 会社員   2. 専業主婦・主夫   3. ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ   4. 学生  

5. 会社役員  6.  その他（        ） 

他の事業 

との兼務 
申請時に他の事業を営んで（ いる・いない）（該当に○） 配偶者 有 ・無 

学 歴 

・ 

職 歴 

（学歴） 

  年  月  

年  月  

（職歴） 

年  月  

年  月  

年  月  

年  月  

年  月  

年  月  

【アピールポイント】（資格、受賞経歴等） 
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３．起業概要 

起業予定の事業内容  

起業予定の業種 日本標準産業分類中分類 業種名： 

本事業実施に係る 

許認可・免許等の必要性 

必要 ・ 不要 （該当に○） ※必要な場合 取得見込み時期     年  月頃 

許認可・免許等名称（                         ） 

○本事業はフランチャイズ契約の締結を行う事業ですか？        はい・ いいえ （該当に○） 

開業・法人等設立予定日                 令和   年   月   日（予定） 

※開業済・法人登記済 

の場合 

 個人 ・ 法人  （該当に○） 

（開業日・法人登記日）    令和   年   月   日 

（企業名・組合名・屋号） 

予定している事業形態 

1.個人事業開業  2.株式会社設立  3.合同会社設立  4.合名会社設立 

5.合資会社設立  6.企業組合設立  7.協業組合設立  8. 特定非営利法人(NPO)設立 

9.その他（                ）    （該当に○） 

起業予定場所（予定） 〒   －  

役員・従業員数等（予定） 
合計：      名  （内訳）①役員：   名 ②従業員：   名 

③ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ：   名 

※法人設立の場合 

資本金（予定） 
千円（内大企業からの出資：    千円） 

※現在、静岡県内に居住 

していない場合 

本事業の補助事業期間完了日までに静岡県内に居住する予定がありますか？ 

                        はい・ いいえ （該当に○） 

移住・就業支援金の申請の予定はありますか？    はい・ いいえ （該当に○） 

 ※移住・就業支援金の概要は「応募の手引き」Ｐ１３を参照 

 

４．計画事業の概要 

 (1) 事業背景（地域課題） 

 

 
(2) 事業の目的・ねらい 
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 (3) 具体的な事業の内容 

 

 
(4) 期待される事業実施効果 

 

 
(5) 起業者の事業に対する優位性（知識、経験、人脈、熱意等） 

 

 
(6) 採択後の事業スケジュール（採択後 2年間に取り組む事業内容と実施時期） 

実施時期 取り組む内容 

1年目 

令和 年  月  

令和 年  月  

令和 年  月  

令和 年  月  

令和 年  月  

令和 年  月  

2年目 

令和 年  月  

令和 年  月  

令和  年  月  

令和 年  月  

令和 年  月  

令和 年  月  
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(7) 売上・利益等計画  

 令和 年 月～  年 月期 令和 年 月～  年 月期 令和 年 月～  年 月期 

①売上高 *1 千円 千円 千円 

②売上原価 *2 千円 千円 千円 

③売上総利益(①-②) 千円 千円 千円 

④販売管理費 *3 千円 千円 千円 

⑤営業利益(③-④) 千円 千円 千円 

 

従業員数 

 

人  

(内ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ   人) 

人  

(内ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ   人) 

人  

(内ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ   人) 

    
○*1売上高の計算根拠                                          

   
                                                   
 
                                                    
 
   ○*2売上原価の計算根拠                                         
   
                                                   
 
                                                   
 
   ○*3販売管理費の計算根拠                                        
   
                                                    
 
                                                  
 
 
 

(8) 起業するまでの必要経費計画 

資金調達方法 起業するまでの必要経費 

自己資金 千円 店舗・事務所費 千円 

金融機関からの借入金 千円 設備費 千円 

その他（        ） 千円 備品費 千円 

  その他（        ） 千円 

計 千円 計 千円 

 
※資金調達方法＝起業するまでの必要経費となるように記入してください。 
※7.(1)の収支予算書の金額には事業期間経費も含まれているため、起業時事業費とは一致しません。 

 

   ○金融機関から借入を行う場合、静岡県信用保証協会の「開業パワーアップＳ」を利用しますか？ 

 

     （ 利用する予定 ・ 利用しない予定 ・未定 ）（※該当する所に○印を付してください） 

 
       ※「開業パワーアップＳ」の詳細は静岡県信用保証協会のホームページを参照 
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５．対象事業要件 

(1) 地域課題分野 

 

①保健・医療・福祉の増進  ②子育て支援  ③防災・減災対策  ④まちづくり・地域活性化 

   

（※該当する分野に○印を付してください） 

 

(2) 社会性について 

 

 ※ 地域課題に対して、提供する商品・サービスを通じて解決できる事業であること。 
  （作成時削除） 

 
(3) 事業性について 

 

 ※提供する商品・サービスから得られる収益によって、自律的な事業継続が可能な事業であること。 
 （作成時削除） 

 (4) 必要性について 

 

 ※現状の地域課題に対して、商品・サービスの普及が十分ではなく、今後その必要性が認められる 

  事業であること。（作成時削除） 

 
(5) 地域連携について 

 

 ※市町、商工会・商工会議所、金融機関、支援機関等、地域の機関・団体等と連携して実施すること 

  が見込まれる事業であること。（作成時削除） 

 
(6) 波及効果について 

 

 ※地域外からの所得移転効果、地域での雇用創出効果等、地域経済への波及効果が見込まれる事業で 

  あること。（作成時削除） 

 
※４.(1)～(4)の内容から抜き出して、(2)～(6)を記入してください（重複した内容が記載される場合があります）。 

 

６．地域伴走者 

所 在 地 〒  

支援機関名  

地域伴走者 

所属・役職 

氏名                 TEL 

   ◎上記伴走者が本事業のサポートを行います。 
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７． 交付申請額の経費明細 
 

(1) 収支予算表 

（※地域創生起業支援金の金額は、様式第１号 交付申請額と一致させてください） 

（※また、地域創生起業支援金の金額は、(支出)補助対象経費計(c)の1/2以内（千円未満切り捨て）の金額となります） 

 

（収入）                                （支出）   

科  目 金 額(円)   科  目 金 額(円) 

地域創生起業支援金  （補助対象経費）  

自己資金   ①直接人件費  

金融機関からの借入金  人件費区分計 (a)=①  

他市町等補助金 ※1  ②店舗等借料  

その他（         ）   ③設備費  

合計   ④原材料費  

 

 

※1 他市町等補助金取得見込みの場合の名称 

 

                            

 

 ⑤借料  

 ⑥知的財産権等関係経費  

⑦謝金  

 ⑧旅費  

⑨外注費  

⑩委託費  

⑪マーケティング調査費  

⑫広報費  

事業費区分計 (b)=②～⑫  

補助対象経費計 (c)=(a)+(b)  

（補助対象外経費）  

 ⑬その他（         ）  

補助対象外経費計 (d)=⑬  

合計(e)=(c)+(d)  

 

(2) 科目別支出予算内訳 

（※各科目は、7.(1)収支予算書の支出科目の金額と一致させてください） 

①人件費 

項目 単価・日数等金額根拠 金額(円) 対象人物 

    

    

    

計    

 

②店舗等借料 

項目 家賃・月数等金額根拠 金額(円) 借入先名 

    

    

    

計    
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③設備費 

項目 目的・詳細、金額根拠 金額(円) 購入先名 

    

    

    

計    

 

④原材料費 

項目 単価・数量等金額根拠 金額(円) 使用目的 

    

    

    

計    

 

⑤借料 

項目 目的・詳細、金額根拠 金額(円) 借入先名 

    

    

    

計    

 

⑥知的財産権等関連経費 

項目 目的・詳細・金額根拠 金額(円) 依頼先 

    

    

    

計    

 

⑦謝金 

項目 目的・詳細・金額根拠 金額(円) 依頼先名 

    

    

    

計    

 

⑧旅費 

項目 単価・数量等金額根拠 金額(円) 目的 

    

    

    

計    

 

 

 



 

21 

⑨外注費 

項目 目的・詳細・金額根拠 金額(円) 外注先名 

    

    

    

計    

 

⑩委託費 

項目 目的・詳細・金額根拠 金額(円) 委託先名 

    

    

    

計    

 

⑪マーケティング調査費 

項目 目的・詳細・金額根拠 金額(円) 依頼先名 

    

    

    

計    

 

⑫広報費 

項目 目的・詳細・金額根拠 金額(円) 依頼先名 

    

    

    

計    

 

⑬その他（補助対象外経費） 

項目 単価・数量等金額根拠 金額(円) 目的 

    

    

    

    

    

    

    

計    
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様式第３号 （用紙 日本産業規格Ａ４縦型） 

 

令和  年  月  日 

 公益財団法人 静岡県産業振興財団 

  理 事 長  中 西 勝 則  様 

                                     

所 在 地 

市 町 名 

担当部署名 

役職・氏名                   

 
 

地域創生起業支援金事業計画に係る市町意見書 
 

 

  下記１．応募者が地域創生起業支援金への応募を行うに当たり、市町として、下記２．３．のとおり事業計画に対

して確認し、意見を申し添えます。 

 

記 

 

１．応 募 者 

氏 名  

住 所/TEL 〒 TEL 

起業予定場所  

事業テーマ名  

 

 

２．事業計画に関する意見等 

 (1) 地域課題分野 

     ①保健・医療・福祉の増進  ②子育て支援  ③防災・減災対策 

  

  ④まちづくり・地域活性化  ⑤該当なし 

      

（※該当する分野に○印を付してください。） 

 

  (2) 社会性について  （ 適 ・ 否 ）  

（※地域課題に対して、提供する商品・サービスを通じて解決できる事業であること。）    

 （作成時削除） 

 

(3) 事業性について  （ 適 ・ 否 ）  

（※提供する商品・サービスから得られる収益によって、自律的な事業継続が可能な事業である 

  こと。）（作成時削除） 
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 (4) 必要性について  （ 適 ・ 否 ）  

（※現状の地域課題に対して、商品・サービスの普及が十分ではなく、今後その必要性が認めら 

  れる事業であること。）（作成時削除） 

 

(5) 地域連携について  （ 適 ・ 否 ）  

（※市町、商工会・商工会議所、金融機関、支援機関等、地域の機関・団体等と連携して実施 

  することが見込まれる事業であること。）（作成時削除） 

 

(6) 波及効果について  （ 適 ・ 否 ）  

（※地域外からの所得移転効果、地域での雇用創出効果等、地域経済への波及効果が見込まれる 

  事業であること。）（作成時削除） 

 

(7) その他 

（※その他意見がありましたらご記入ください）（作成時削除） 

 

 

３．地域伴走者 

所 在 地 〒  

支援機関名  

地域伴走者 

所属・役職 

氏名                 TEL 

   ※上記伴走者が本事業のサポートを行います。 

 

 

４．市町意見書記入担当者 

市 町 名  

記入担当者 

所属・役職 

氏名                 TEL 

 

※日本産業規格Ａ４縦型２枚（裏表両面印刷）で収まるようにご記入ください。（作成時削除） 

※市町意見書の内容を申請者に見られないように、市町意見書は、必ず封筒に入れ、 

封印して申請者にお渡しください。（作成時削除）                
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様式第４号  (用紙  日本産業規格Ａ4縦型) 

 

 

反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書 
 

 

公益財団法人 静岡県産業振興財団 

理 事 長  中 西 勝 則  様 

 

私は、次の１の各号のいずれかに該当し、若しくは２の各号のいずれかに該当する行為をし、又は１に基づく表

明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、貴産業財団への申込みが拒絶され、又は、申込みに

基づく決定が取り消されても異議を申しません。 

また、これにより損害が生じた場合でも、一切私の責任といたします。 

 

１．貴産業財団との取引に際し、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該

当しないことを確約いたします。  

(1) 暴力団 

(2) 暴力団員等（暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。）  

(3) 暴力団準構成員 

(4) 暴力団関係企業 

(5) 総会屋等 

(6) 社会運動等標ぼうゴロ 

(7) 特殊知能暴力集団等 

(8) 前各号に掲げる者と次のいずれかに該当する関係にある者 

ア 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること。 

イ 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められること。 

ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって前各号に掲げる

者を利用したと認められること。 

エ 前各号に掲げる者に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。 

オ その他前各号に掲げる者と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にある

と認められること。 

 

２．自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。 

(1) 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴財団の信用を棄損し、又は貴産業財団の業務を妨害する行為  

(5) その他前各号に準ずる行為 

 

３．上記に関して不法行為があった場合は法的措置(民事・刑事)を講じられても構いません。 

 

                         令和  年  月  日 

 

 

住 所 

 

    氏 名                             印    
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様式第５号  (用紙  日本産業規格Ａ4縦型) 

 

 

 

誓 約 書 
 

 

 

公益財団法人 静岡県産業振興財団 

理 事 長  中 西 勝 則  様 

 

 

 

私は、公益財団法人静岡県産業振興財団へ地域創生起業支援金交付申 

請するのに当り、虚偽の申請、虚偽の事業執行等不正行為は行いません。 

 万一、公益財団法人静岡県産業振興財団から虚偽の申請、虚偽の事業 

執行、報告等不正行為と判断された場合は、一切私の責任とし、故意、 

過失にかかわらず、決定の取り消し、補助金の返還、損害賠償金の支払 

い等公益財団法人静岡県産業振興財団の指示に全て従い、異義申し立て 

をいたしません。 

 また、補助金に係る関係情報について、市町意見書を作成する市町及 

び地域伴走者との情報共有を許可し、異義申し立てをいたしません。 
 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

 

住 所 

 

氏 名                   ㊞ 

 

 

 

 

 



 

26 

◆Ⅴ．市町窓口一覧表                                                           
 

市町名 所属 電話番号 

下田市 産業振興課 ０５５８－２２－３９１４ 

伊東市 産業課 ０５５７－３２－１７３４ 

東伊豆町 観光商工課 ０５５７－９５－６３０１ 

河津町 産業振興課 ０５５８－３４－１９４６ 

南伊豆町 商工観光課 ０５５８－６２－６３００ 

松崎町 企画観光課 ０５５８－４２－３９６４ 

西伊豆町 まちづくり課 ０５５８－５２－１９６６ 

伊豆市 観光商工課 ０５５８－７２－９９１１ 

伊豆の国市 農業商工課 ０５５８－７６－８００３ 

函南町 産業振興課 ０５５－９７９－８１１４ 

沼津市 商工振興課 ０５５－９３４－４７４４ 

清水町 産業観光課 ０５５－９８１－８２３９ 

長泉町 産業振興課 ０５５－９８９－５５１６ 

御殿場市 商工振興課 ０５５０－８２－４６８３ 

小山町 商工観光課 ０５５０－７６－６１１４ 

裾野市 産業振興課 ０５５－９９５－１８５７ 

熱海市 観光経済課 ０５５７－８６－６２０３ 

三島市 商工観光課 ０５５－９８３－２６５５ 

富士宮市 商工振興課 ０５４４－２２－１２９５ 

富士市 産業政策課 ０５４５－５５－２９５２ 

静岡市 産業政策課 ０５４－３５４－２２３２ 

焼津市 商工課 ０５４－６２６－２２６０ 

藤枝市 創業支援室 ０５４－６４３－３２３９ 

島田市 島田市産業支援センター（商工課） ０５４７－５４－５７６０ 

川根本町 観光商工課 ０５４７－５８－７０７７ 

吉田町 産業課 ０５４８－３３－２１２２ 

牧之原市 商工振興課 ０５４８－５３－２６４７ 

御前崎市 商工観光課 ０５３７－８５－１１３５ 

菊川市 商工観光課 ０５３７－３５－０９３６ 

掛川市 産業労働政策課 ０５３７－２１－１１２５ 

袋井市 産業政策課 ０５３８－４４－３１３６ 

森町 産業課 ０５３８－８５－６３１９ 

磐田市 経済観光課 ０５３８－３７－４８１９ 

浜松市 産業振興課 ０５３－５２５－９７４５ 

湖西市 産業振興課 ０５３－５７６－１２１５ 

 


